
議案第１４７号

字の新設及び区域の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第５４条第４項の規定による県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）

新丹谷地区についての換地処分の公告があった日の翌日から本市内の字の区域をもって字を新

設し、及び字の区域を次のとおり変更する。 

  平成２７年６月１１日提出

静岡市長  田 辺 信 宏

１ 清水区新丹谷を新設する区域 

  清水区伊佐布字向山１５番１８、１５番３６、１５番４０から１５番４２まで、２１番９、

２１番１１、２１番２１、２１番２７から２１番３２まで、３０番２、３１番６から３１番

１１まで、３１番１２、３８番９、３８番１０及びこれらの区域に隣接する水路である公有

地の全部、字新田ヶ谷１番、７番１、７番３、７番６、７番５０、１６５０番１６、１６５

１番５から１６５１番１５まで、１６５１番１７、１６５１番１９、１６５２番１から１６

５２番１９まで、字ヶ沢３９番２、３９番１０、３９番１３、３９番１４、３９番２９か

ら３９番３１まで、３９番４８、３９番４９、４３番１、４３番５、４３番９、４３番２０、

４３番２５、４３番３４から４３番４０まで及びこれらの区域に隣接する水路である公有地

の全部、字的山４４番１８、４９番１０５、吉原字新丹谷１番１から１番１６まで、１番１

８から１番３４まで、１番３６、１番４１から１番４４まで、１番４７、１番４９、１番５

４、１番５６、１番５８から１番７２まで、１番７４から１番８１まで、１番８３から１番

９６まで、１番９８から１番１０１まで、１番１０３から１番１０６まで、１番１０７の１、

１番１０７の２、１番１０８から１番１１３まで、１番１１５から１番１２０まで、１番１

２５から１番１２７まで、１番１２９から１番１４０まで、１番１４２から１番１６０まで、

１番１６２、１番１６３、１番１６６、１番１６８から１番１９３まで、１番１９５から１

番２０２まで、１番２０４から１番２１４まで、１番２１６から１番２１８まで、１番２２

０から１番２４２まで、１番２４４、１番２４５、１番２４７から１番３０３まで、１番３

０５から１番３１９まで、１番３２１から１番３９２まで、１番３９４、１番３９６、１番   



 ３９７、１番３９９から１番４０８まで、１番４１０から１番４３５まで、１番４３７、１

番４３９から１番４４５まで、１番４４８から１番４７５まで、１番４７７から１番５０９

まで、２番及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、字又沢３番１、

３番２、４番、５番、６番、７番２、８番１、８番２、９番１、９番２、９番４から９番６

まで、１０番３、１０番５、１０番６、１０番９、１０番１１から１０番１７まで、１０番

１９、１４番２、１５番９、１７番５、１９番３及びこれらの区域に隣接介在する水路等で

ある国有地、公有地の全部、字樽下２０番２、字外堀坂日影３６番２、３７番２、３７番３、

３８番２、３９番、４０番２、４１番５から４１番７まで、４２番、４３番１、４３番２、

４３番７、４３番８、４３番４１から４３番４６まで、４４番、４５番１、４５番２、４６

番１から４６番４まで、４７番１、４７番２、４８番４、４９番２、５０番２から５０番２

０まで、５０番４１から５０番５４まで、５９番１、５９番４から５９番６まで、６０番８、

６０番９、６０番１１、６０番１２、６１番５、６１番６、６２番１から６２番３まで、６

３番１、６３番２、６４番１、６５番１１及びこれらの区域に隣接介在する水路である公有

地の全部、字外堀坂１４６番、１４７番１から１４７番３まで及びこれらの区域に隣接する

道路、水路である公有地の全部、山切字西山１５１２番７から１５１２番９まで、１５１２

番１３及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の全部、杉山字西山１４５番６、

１５８番２の一部、１６８番の一部、１６９番２の一部、１７１番３から１７１番５まで、

１７１番７、１７１番８、１７２番、１８１番２、１８２番４、１８２番５、２０４番２、

２０５番１、２０５番２、２０５番４、２１３番１の１、２１３番３、２１４番３、２１４

番６、２１４番７、２１５番、２１６番及びこれらの区域に介在する道路である公有地の全

部、字三度２１７番３、２１７番４、２１８番２、２４１番４、２４４番２、２４５番１の

一部、２４５番３、２４５番６、２４７番、２４８番、２４９番、２５０番２、２５１番１

から２５１番４まで、２５２番１、２５２番２、２５３番１、２５３番３、２５３番４、２

５５番、２５６番１、２５６番２、２５７番、２５８番１、２５８番２、２５９番及びこれ

らの区域に隣接介在する道路である公有地の全部、字大沢２６０番２、２６１番２から２６

１番５まで、２６２番２から２６２番４まで、２６３番２から２６３番４まで、２６７番２、

２８８番２、２８８番３及びこれらの区域に隣接介在する道路である公有地の全部 

２ 清水区杉山字西山に編入する区域 

  清水区山切字西山口７４０番８、７４０番９、７４０番１１、７５０番３、７５１番２か



ら７５１番６まで、７５１番９及びこれらの区域に隣接する水路である公有地の全部、字矢

師ヶ平７５３番１、７５３番２、７５３番３、７５３番４の一部、７５３番９、７５３番１

０及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の全部、杉山字岩１２２番４から１

２２番７まで及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公有地の全部 

３ 清水区山切字矢師ヶ平に編入する区域 

  清水区山切字蛇石８６２番３、８６２番４、８６３番２及びこれらの区域に隣接する道路

である公有地の全部 

              上記地番は、平成２７年１月２７日現在の登記簿による。


